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（Osaka Metro堺筋線・谷町線・阪急電鉄「天神橋筋六丁目」駅3番出口すぐ）

https://www.osakacity-mansion.jp/

★主催：大阪市マンション管理支援機構

マンション管理組合交流会

※1部・２部の入れ替え制で運営します。
※申込多数の場合は、「交流会に初めて参加される方」、「登録管理組合」を優先して抽選します。
※管理会社やマンション管理士、工事業者など、マンション管理に関わることを「業」としている方は参加いただけません。
※申し込み方法等詳細は、ホームページやチラシで必ずご確認ください。

各部とも15名

申し込み締め切り日 令和８年３月８日（日）必着

令和８年３月22日（日）
第１部13時00分～14時30分
第２部15時00分～16時30分
（受付は各部の開始時間の10分前から）  

日　　　時 定　　　員

管理組合活動で日頃感じている疑問や悩み事を他の管理組合の方と話し合って解決のヒントを見つける場です。
管理組合の経験談や当日参加する弁護士、建築士から参考意見も聞ける情報交換会です。
管理組合の役員の方だけでなく、分譲マンションにお住まいの方ならどなたでも気軽にご参加いただけます。

支援メンバー瓦版
不動産協会賞受賞作のご紹介

一般社団法人 不動産協会　ＵＲＬ　https://www.fdk.or.jp/

『不動産協会賞』は、当協会の社会貢献活動の一環として、日本経済や国民生活に関する著作物の中から、多くの方々に読んでいただくこ
とにより、当協会が直面する幅広い課題についてご理解をいただくのに資する著作物を表彰するものです。

久保　依子
幻冬舎
ご近所トラブル、理事会の運営、管
理費や積立金などのお金の問題
など、共同住宅で生じる様々な問
題に対して、当事者である住人た
ちは、どのように関わっていくべき
なのか。マンション管理業に長年
携わってきた著者が、そこに存在
する数々の人間ドラマとともに、マ
ンションコミュニティ構築のポイン
トを描く本作は、今後のマンション
管理のあり方について、わかりや
すく理解できる作品。

著 者
出 版 社
作品紹介

鈴木　猛康
理工図書
公助、共助、自助、そして公助と共
助の連携を強化することが減災に
つながる。多くの自然災害の現場
を調査し、地域防災活動に実際に
関わってきた著者が、我が国の防
災対策の現状と歴史を踏まえ、地
域で整えるべき市町村の防災体
制、地区防災計画、そして日本人だ
けでなくインバウンド観光客や在
留外国人を含めた防災対策につ
いて記した本作は、地域防災にか
かわる様々な方に読んでいただき
たい一冊。

著 者
出 版 社
作品紹介

吉江　俊
学芸出版社
都市開発とパブリックライフは両
立できるか。企業が利益直結型の
開発を追求する一方で、私たちは
余白的共用空間に日常の豊かさを
求める。経済と公共のジレンマに
揺れる都市に、儲けに価値をおか
ない空間やサービスが最終的に
利益をもたらすという逆説的思考
＝迂回する経済を実装しようと提
言する本作は、これからのまちづく
りや都市のあり方を考えるうえで
非常に参考になる作品。

著 者
出 版 社
作品紹介

第15回（令和6年度）受賞作品

マンションの未来は住む人で決まる 地域防災の実践
自然災害から国民や外国人旅行者を守るための実学

〈迂回する経済〉の都市論
都市の主役の逆転から生まれるパブリックライフ





（てらたに ひであき）

大阪司法書士会
寺谷 英明

（おき けんすけ）

大阪司法書士会
沖 健補

（ か わ た  か ずこ）

〈講師〉
大阪司法書士会
川田 和子

•専有部分に関する権利、敷地利用権の管理、処分によっ
て得た財産の管理および処分
•集会での議決権行使
•建替え決議での賛成の議決権行使
※区分所有者には管理処分権限がなくなる。
※裁判所の許可が必要な場合がある。

（2）管理不全専有部分管理制度
専有部分にゴミが大量に放置され、異臭を放っているよう

な場合に活用できます。
＜管理不全専有部分管理者の権限＞
•専有部分に関する権利、敷地利用権の管理、処分によっ
て得た財産の管理および処分
※権利は管理不全専有部分管理者に専属せず、区分所有
者の管理処分権は失われない。
※専有部分の処分には、当該区分所有者の同意が必要。
※裁判所の許可が必要な場合がある。

（3）管理不全共用部分管理制度
共用部分のバルコニーや共用廊下に放置されたゴミが異
臭を放っている場合などに活用できます。
＜管理不全共用部分管理者の権限＞
共用部分並びに命令の効力が及ぶ動産並びにこれらの管
理、処分などにより管理人が得た財産の管理及び処分
※管理処分の権限は管理不全共用部分管理者に専属せず、
区分所有者の管理処分権は失われない。
※共用部分の処分には、共用部分の所有者の同意が必要。
※裁判所の許可が必要な場合がある。

（2）・（3）は、（1）と異なり議決権の行使ができず、建替え決
議にも参加できない。

他にも重要な変更点として「多数決決議の緩和」が説明され
ました。
以下は、セミナー後の質疑の一つです。

Q.新区分所有法の施行日（令和8年4月1日）以降も管理規約
を改定しないとどのような影響がありますか

A.旧区分所有法の規定により定められた令和7年改正以前
のマンション標準管理規約に準拠した規約がすべて無効に
なるわけではありませんが、古い規約のうち新区分所有法
に抵触する部分は無効となります。具体的には個別の規約
の定めごとの見直しが必要で、特に特別決議に関しては可
及的速やかに新区分所有法に沿った見直しが望ましいと思
われます。

二つの老いを背景に、区分所有者の所在不明化や非居住
化の進行、加えて管理に非協力的な区分所有者の増加が適
切な管理を阻害している状況から、第5条の2が規定されまし
た。この条文に違反しても何らかの具体的な効果が生じるも
のではありませんが、今後、規約や集会の決議の解釈が問題
となった場合に1つの指針になり得ると考えられます。

（1）所在等不明区分所有者の除外決定
所在が不明や連絡がつかない区分所有者（所在等不明区
分所有者）は、集会において議決権を有しないものとする旨
の裁判の制度です。
＜改正による効果＞
集会の決議が「別段の定めがない限り、全ての区分所有者
と議決権総数の各過半数で決する」（改正前第39条1項）た
め、集会で反対者同様に扱われる議決権を行使しない所在
等不明区分所有者によって決議が成立せず、必要な管理が
行われない状況の打開が期待される。

集会の議決権は非常に重要な権利のため、裁判所が関与し
て慎重を期す制度で、全ての決議が対象。　

（2）出席者多数決による決議
集会に出席せず議決権も行使しない区分所有者は決議の
反対者として扱われるため、特に大規模や高経年マンションの
円滑な管理の阻害要因になっていることが背景です。
※除外決定の裁判を受けた区分所有者は除外される。
＜出席者多数決が採用された決議事項＞
1.普通決議
2.共用部分の変更の決議
3.復旧決議
4.規約の設定・変更・廃止の決議など
※上記1以外は少数意見だけの意思決定を防ぐため＜議決
定足数＞を満たすことが必要。

（1）所有者不明専有部分管理制度
専有部分が適切に管理されないために専有部分で水漏れ
事故が発生し、共用部分や他の専有部分に悪影響をもたらす
ような場合に活用できます。
＜所有者不明専有部分管理者の権限＞

11/3（月・祝）
講座1

適正なマンション管理に
大切な事前の相続準備

●管理不全にしない
適切な管理がされない建物・設備は老朽化が加速し、生活
環境の質の低下から物件売却を希望する人が増えるようにな
りますが、そのような物件は売却価格が低下し、人が集まりに
くくなることが懸念されます。管理組合財政が脆弱ですと、諸
物価の高騰などで管理費・修繕積立金の値上げが必要になっ
ても合意形成は難しく、住環境の悪化が周辺住民にも悪影響
（景観面、安全面）を与えかねず、建物を取り壊さざるを得なく
なったとしても、莫大な費用が必要なため合意形成が困難で
現実的ではなく、長寿命化に向けた長期修繕計画を策定して
建物等の老いの進行を緩やかにすることが望まれます。
●区分所有者による対策
適切なマンション管理によって早めに承継者が決定できれ

ば、相続登記が確実になり、管理組合にとって管理費等の滞
納などの不測の事態を回避できます。
●管理組合による対策
建物の老いの進行を緩やかにする適切な修繕には、円滑

な合意形成、コミュニティ力（住民同士のつながる力）が大切
です。
（コミュニティの利点）
1.総会決議が円滑化
2.共助体制（防犯・防災力）が強化
3.若返り（適切な管理によって、次世代に住み継がれる）への
期待

外部専門家の活用や管理組合活動の透明化のための情報
開示で活性を図りましょう。
早めに司法書士に相談するよう啓蒙することも管理組合に

とって大きなメリットにつながります。

●相続時のトラブル防止
相続では様々なトラブルが発生しやすいので、事前準備が
大切です。特に遺族の住居の確保は深刻な問題になりやすく、
最近ではリバースモーゲージやリースバックを生前に活用さ
れています。
遺言は相続登記の義務化（2024年4月開始）によって、より
一層重要になり、遺言書では、遺言者の家族へのメッセージや
希望を伝えるため付言事項（法的効力はない）が相続人間の
不要な争いを避ける有効策になっています。

令和7年度 基礎講座マンション管理

講座2
改正区分所有法等について相続登記の大切さについて

二つの老いを背景に約23年ぶりに
区分所有法が改正されました

改正民法では、被相続人の死亡時に被相続人の財産であっ
た建物に居住していた配偶者が遺産分割や遺言で、「配偶者
居住権」が取得できるようになりました。

所有者不明（管理組合員不明・不存在）を防止できます。
●高齢単身者の孤独死の事例
亡夫の相続登記が未了のまま、単身生活をしていた妻が孤独死
妻側に親族がおらず、夫側に居た唯一の親族は夫の死亡時

に相続登記をしていなかったため相続人になれず、マンション
を売ることも管理することもできません。管理組合では登記
簿に記載された全員が故人のため管理費未納の状態が続い
ています。
夫の死亡時に相続登記さえしていれば、管理組合が相続財
産清算人の選定を家庭裁判所に求め解決ができた事例です。

相続人の不存在がマンション所有者（管理組合員）の不存
在となり、管理費等の未収が増える結果になりました。
分譲マンションでは持分の共用部分の物件漏れにも注意が
必要です。

●一人一人ができること
相続登記で相続人不存在、所有者不在、管理組合員不存在
が解消できます。
相続登記を行わないと過料があります。
事前に、死後事務委任や成年後見、信託の利用も検討して

おきましょう。

【最後に】
•マンションの区分所有者は、マンションという共同体の一員
（管理組合員）です。他人との関わりをなくすことはできま
せんので、お互いの状況把握も必要です。
•登記簿は専有部分だけでなく、集会室、ポンプ室など共用
部分も不動産ごとに作られている場合があります。登記簿
を通じたマンション管理に努めましょう。

■相続の基礎知識

■管理に関する区分所有者の一般的義務が明文化

■集会決議の円滑化

■新たな財産管理制度

『良好な管理組合活動のために』

（たかの  ゆうた）

大阪弁護士会
髙野 勇太

（きざわ  あ いこ）

〈講師〉 大阪弁護士会
木澤 愛子■分譲マンションの円滑な承継

　～「2つの老いを緩やかに」～

■相続登記はなぜ大切か
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　住宅金融支援機構ではマンションのライフサイ
クルに応じた金融サービスの提供や情報発信によ
り、マンションの維持管理・再生支援を行っています。

●マンションすまい・る債
　将来の大規模修繕に備え、修繕積立金の計画的
な積立てを支援します。

●マンション共用部分リフォーム融資
　大規模修繕工事や耐震化工事等の費用を管理
組合にご融資します。

●マンションライフサイクルシミュレーション
　マンションの基礎情報を30項目程度入力するこ
とで、建物規模、築年数などに応じたマンションの
「平均的な大規模修繕工事費用」、今後40年間の

「修繕積立金の負担額」、「修繕積立金会計の収支」
などを無料で試算できます。

●大規模修繕の手引き
　マンション管理組合の資金面での不安を和らげ、
修繕工事に関する情報を提供することで、管理会
社や施工会社などのパートナーと協同して大規模
修繕工事を円滑に進めるための一助となる一冊で
す。

●性能向上工事の工夫点
　既に工事を実施した管理組合の声を集めました。
概ね築40年以上のマンションを対象に、耐震改修
工事、省エネ改修工事、給排水管設備の改修工事
などの事例等を紹介しています。

11/9（日）

修繕は未来への投資
計画よりも目的が大切です

●全国的状況と課題
人口減少時代の中、マンションのストック数は増加し続け、
築40年超のマンションが今後急増します。また、マンション居
住者の高齢化も進み、世帯主の年齢分布から完成年次が古
いマンションほど70歳以上の割合が高くなっていることもわ
かっています（国土交通省令和5年マンション総合調査）。
国はマンション建替え円滑化法や区分所有法などを改正し

て、建替えの円滑化を図っていますが、居住者の高齢化が進
む高経年マンションには現実的ではありません。
最近は修繕等工事費用が急上昇（戸当たりの大規模修繕工
事費用が約80万円（10年前）から約130万円に）し、修繕積立
金の累計額が将来の大規模修繕の工事費用を下回るマン
ションもあって、建替えが難しい中、修繕積立金が不足すると
いう状況があります。
●修繕は「定期的に行う」から「戦略的に選ぶ」時代
住民が多様化（高齢化、賃貸化、世代交代）すれば価値観に
差が生じ、意思決定の難しさが増しています。長寿命化の修繕
工事ではゴールの共有が重要です。

“計画”より、マンションの将来の資産価値を生むことにつな
がる“目的”が重要。

●満足度が体感できる省エネ改修
遮熱塗装や外断熱パネル、サッシ交換工事は快適性を高め

ます。また、給湯設備の更新など高効率化によって増えた消費
量を賄うためガス管や電気配線の改修が必要になる場合も
あります。
2026年に製造・輸出入が終わる蛍光灯はLEDに交換する
必要がありますが、電気室のようにあまり使わない場所はそ
のまま使い切ってしまうなど利用頻度に応じた対策はコスト
削減に有効です。
国や地方自治体は省エネ改修に補助金や支援制度を整え

ていますが、ルールが毎年見直されるので、専門家に相談し
て利用することがお勧めです。
大規模修繕工事は建物や設備の経年劣化で低下した機能

や性能の回復だけではなく、性能を向上させ、住みよいマン
ションにしていくチャンスでもあります。
 

•外壁タイルや手すりなどの落下防止
•耐震改修
•目に見えない消防設備、給排水管・電気幹線・避雷設備など
の更新

令和7年度 基礎講座マンション管理

■修繕の現在地－老朽化だけでは語れない

■修繕は「快適性を高めるチャンス」

■“壊れにくく、安全に住み続ける”ための工事は投資

•在宅避難のための防災（停電時の設備）の仕組み
•「分譲マンションにおける要配慮者災害対応マニュアル」
（国立研究開発法人防災科学技術研究所監修）を参考とし
た仕組み
•マンションにある防災設備や利用方法を知ること

工事で対策を施すことや設置した様々な減災設備を無用
の長物にしないよう、住民の皆さんが使うことを意識して、訓
練することが大切です。

「安心」とは、“修繕後も暮らせる”体制を整えること。

（着目点１）
　エントランスや共用部分、外構のデザインの改善
（着目点２）
　バリアフリー化や宅配ボックスの設置などで付加価値を向上

“価値ある修繕”とは、将来の入居希望者が「ここに住みた
い」と思う状態を作ることではないでしょうか。

管理組合と工事設計者、施工会社、管理会社の役割分担を
考え、専門委員会を立ち上げて、「理事だけで抱え込まない」
体制づくりと、修繕周期を「柔軟に」捉え、実態に即したライフ
サイクルコスト（長い目で見たときのコスト）で修繕計画を考
えることです。
※国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」も“修繕周期
に幅を持たせる”と改定されました。

いい修繕は、“話し合いの質”で決まります。合意形成では
「データの活用」も大切で、効果的な専門家の活用のタイミ
ングを考えましょう。

【まとめ】
マンションを適正に維持管理していくためには、「環境」「安
心」「価値」をバランスよく考えることが必要で、「修繕」は「未来
への投資」と考えられます。

あなたのマンションが10年後にも“住みたい”と思えるよう
に、修繕を「直す」から「育てる」と捉え直して、次の修繕を
“住民が誇れる工事に”してください。

■資産価値を高める修繕事例

■これからの修繕計画と合意形成に必要なこと

『良好な管理組合活動のために』

講座5
マンションの資産価値向上のために
不動産価格に対する管理の重要性は
ますます高まっています

（はしもと よりたか）

〈講師〉
公益社団法人
大阪府建築士会
橋本 賴幸

講座3
これからのマンション修繕
～環境・安心・価値を高める工事について～

●大阪市内の中古マンション価格の上昇要因
「うめきた2期」などの都市再開発、大阪・関西万博やIR誘致
などの将来の経済成長への期待感による海外からの投資に
加え、長期の低金利政策や建築コストの高騰など。
●マンション価格決定の代表的な手法
①実勢価格（売買価格）
②不動産鑑定評価額
原価法・取引事例比較法・収益還元法を試算調整し、需要者
が重視する視点と価格の求め方の信頼性等で決定します。
③固定資産税評価額
④火災保険評価額
●マンション価格の決定要因
①立地条件
②建物の状態
土地所有形態、デベロッパー、建物のグレード、築年数、管理
の状態、居住者の属性など。
③専有部分
間取り、専有面積、開口部の方角、維持管理の状態などで、
維持管理の状態は現地調査をしないと分かりません。共用
部分の管理状況、管理組合の運営、マンションの財政状況
（修繕積立金の貯まり具合など）、宅配ボックスなど社会変
化に即応した設備の有無などは評価額に直接影響します。

●マンション管理の現状と課題
①老朽化と高齢化の進行
②管理組合の機能不全

■マンション価格の決まり方

■マンションの資産価値向上について

③空室率や賃貸率の上昇と価値の低下
④公費解体のリスクの増大
【実例1】
震度6弱で倒壊の危険があると耐震診断されたが、区分所
有者の約7割を占める60代以上の方には多額の費用負担が
障害で、資産価値を維持したい若い世代や新しい区分所有者
との溝は埋まらず、総会で建替えを決議できなかった横浜市
のマンション。
多くの人が暮らす共同住宅の建替え決議は難しく、管理状
況が数値化される「管理制度」の必要性を感じました。
【実例2】
違法民泊で治安の悪化や快適性の劣化から物件を売却せ
ざるを得なくなった東京都都心部の築浅のタワーマンション。
●不動産鑑定士の視点
【管理評価制度と鑑定評価】
管理適正評価制度は管理状況が可視化されたわかりやす
い評価情報であり、管理計画認定制度は金融機関から金利優
遇メリット等を受けられる点から、評価結果は評価額に直接影
響すると思われます。
管理状態の良し悪しで市場競争力も市場流通性も評価も
分かれ、同様に金融機関の評価にも影響することがあると思
われます。
【結論】
•築年数は変えようがありませんが、手が尽くせる管理状態
は資産価値や建物の寿命に影響します。
•マンション管理計画認定制度やマンション管理適正評価制
度は買主、金融機関、不動産鑑定士の中でも日常的に情報
が共有化されていく可能性があると思います。

（たじま  しょうたろう）

〈講師〉
独立行政法人
住宅金融支援機構
近畿支店
田島 祥太郎

講座4
住宅金融支援機構のマンション維持・
再生関連制度について

（すけの  きんじ）

〈講師〉
公益社団法人　
大阪府不動産鑑定士協会
助野 欣司
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「管理計画認定」マンションを訪ねて

度※を知ったと富川理事長が振り返って話されました。
これまでの計画修繕工事は、自前のプールや自走
式立体駐車場の潤沢な使用料収入で費用が賄えて
いたため、長期修繕計画や修繕積立金に気を留める
所有者はいませんでしたが、今回の工事に際し、費用
の見積もりを見て初めて工事資金が大きく不足して
いることが判明しました。
工事設計を見直したり、公募による競争入札を行っ

て工事費を下げる努力をしましたが追い付かず、不
足は１億5,000万円と多額で、金融機関や専門家を
訪ねて相談する中、（公財）マンション管理センターで
（独）住宅金融支援機構の「マンション共用部分リ
フォーム融資」制度を知ることとなりました。
その際に、管理計画認定マンションには借入金利
が優遇されることが分かったため、管理計画認定の
取得に向け、管理組合で取り組むことになりました。

まず、取り組んだのは市の独自基準にある消防訓
練の定期実施の徹底でした。頑張って参加者を募り
ました。次に、管理会社に手伝ってもらって、管理規約
の全面改正を行いました。また、長期修繕計画につい
ても、これまでの計画が竣工当時に作成されたＡ４用
紙１枚もので、修繕項目や修繕周期は記載されてい
ても収支計画との整合性のない内容だったため、管
理会社に協力を仰いで、国の統一基準に沿った長期
修繕計画の作成に取り組みました。これにより、今後
必要となる修繕積立金の根拠が初めて明確になりま
した。
さらに、近隣のマンションと比較しても著しく低

大阪では珍しい屋外プールを備えた分譲マンショ
ンを訪問し、マンションの管理で苦労された話を富川
理事長と前任の副理事長で施設委員長を兼務され
た近江さんに伺いました。

夏には、屋外プールで家族が賑やかに遊ぶ声が拡
がり、朝夕は子どもたちの楽しそうな通園通学の様子
が垣間見えるなど、住民の世代交代もうまく進み、築
年は経っていますが、活気あふれるマンションです。

２棟がほぼ同時期の竣工で、経年による排水竪管
の漏水事故が両棟で毎年６～７件発生していたため、
排水管の劣化診断調査は行いましたが、改修工事は
先送りされてきました。令和５年頃に大きな被害の漏
水事故が発生し、いよいよ排水管改修工事の検討を
余儀なくされた時に初めて大阪市の管理計画認定制

かった修繕積立金月額や駐車場使用料の改定をど
の程度実施して将来の資金不足に備えるかについ
て、理事会で十分に議論を重ね、住民説明会も２度開
催して、現状の理解と料金改正の必要性を丁寧に説
明しました。
特に、修繕積立金の値上げについては、一気に増
額するのか段階的に増額するのか、理事会でも意見
が分かれたため、慎重かつ丁寧な議論を行いました。
その際には、各種研修会などに参加して情報収集に
も努めました。最終的に、近江前副理事長の「借入を
するのは今回が最初で最後」との強い思いに賛同し
て、「管理組合会計の基盤を安定させる」ことで理事
会が一致し、段階的ではなく一気に増額して、同額を
後年も積み立てていくことで議論は決しました。
その甲斐あって、令和６年９月の臨時総会で、管理
規約と長期修繕計画の改正、均等積立方式による修
繕積立金月額の倍増、駐車場利用料の値上げと管理
計画認定制度の申請が決議されました。

プールのボランティア仲間や理事会活動を通し
て、異なる世代同士のコミュニティが広がっているこ
とを実感しており、今後は災害に備えて購入した救助
用担架を誰もが使えるようにするなど共助に役立て
ることを目標にしています。

建物や設備の経年劣化が進み、物価も値上がりす
るなか、管理費も値上げをしないといけない時期が
迫っています。しかしながら、修繕積立金を値上げし
たばかりで合意形成が難しいことから、まずはコスト
削減と管理の質のバランスを図るための住民アン
ケートを実施し、理事会で現状の管理内容の見直し
を検討しました。
一例として、24時間常駐の管理員の従事時間を見
直したり、プール運営に要する人手（マンション住民）
の確保について知恵を出し合っています。

管理計画認定の取得をきっかけに始めたマンショ
ン管理の改革だったが、個人的に様々な研修会に参
加したことで課題が見えるようになったのは大変よ
かった。今後も改革を継続させていきたいと富川理
事長が話されていました。

Vol.35
管理組合だより ファミリープラザ朝潮橋

管理組合名 ： ファミリープラザ朝潮橋管理組合
建 築 年： 1984年竣工(築42年)
構造・階層 ： SRC造，地上11階、13階の2棟
総 戸 数： 住戸（277戸（97戸、180戸））
管 理 方 法 ： 管理会社委託

マンション概要

管理組合組織

理事・監事の任期は２年

マンションの特徴

管理計画認定制度について

監　事（2名）

選任方法 ： 推薦

【分科会】

・プール委員会（６名：7月20日頃～8月25日頃
　　　　　　　　　まで、居住者専用で営業）
・施設委員会　（５名）
・管理委員会　（５名）

理事長

会計担当
（1名）

理事
（11名）

■選任方法 ： 推薦

理事会
（15名）

副理事長
（2名）

プールの前で（左、富川理事長、右、近江さん）

エントランス配管スペース破砕作業

エントランス配管スペース配管後

認定取得に向けた取組み

コミュニティの広がり

今後の課題

さいごに

居室内トイレ　配管後

居室内トイレ　内装後

※大阪市分譲マンション管理計画認定制度とは
管理状況や長期修繕計画などでマンションの管理計画
が一定の基準を満たす場合、大阪市から法律に基づく
認定を受けられる制度です。
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理事長

会計担当理事 書記担当理事 理事（３名）

監事（１名）

理事会
（7名）

副理事長

第１回目の「大規模改修工事」を
コスト開示方式で実施

今回も定員の２倍近いお申し込みがあり、抽選で当選
された27名が参加されました。
多数の参加者を快くお迎えいただいたブランズ四天
王夕陽丘管理組合の皆さまに厚くお礼申し上げます。
当日は、株式会社東急コミュニティー様、株式会社ア

クシス様にもご協力いただき、見学会を開催しました。

　1.管理組合の活動 【管理組合の説明】

【組織】
役員任期は１年、輪番制

【取組み経過】
2023年7月に理事７名と監事１名、専任委員２名から
なる修繕委員会を立ち上げました。

•発注方式について
修繕委員のメンバーは建築の専門家ではありません
が、管理会社から業者を決める方法について説明を受
け、どの方法が、最も公正で、見積金額の透明性が担保
され、かつ企業に対する安心感を得ることができるかに
ついて総合的に検討を重ねました。
その結果、信頼できる事業者の選定が最重要事項と
考え、管理会社を元請会社とする「コスト開示方式」の採
用を理事会で決議し、上程した通常総会において承認
されました。

•工事内容や費用について
また、管理会社からは、当マンションが管理に関する
諸条件をクリアしていたため、長期保証の付いた設計案
をすすめられました。理事会と修繕委員会で長期間の費
用対効果を検討した結果、1回当たりの総工事費は高く

　4.質疑応答

発注方式に関すること
Ｑ.株式会社東急コミュニティーの提案を受け入れた理
由は？

Ａ.工事価格が透明になって価格の適正化が図れるほか、
長期保証で修繕周期が伸ばせるため、大規模改修工
事の回数を減らせるから。

施工会社の選定に関すること
Ｑ.どのようにして施工会社にアプローチしたか？
　 アプローチをした企業数や決定した理由は？
Ａ.工事の長期保証を行う株式会社東急コミュニティー
と業務提携している５社に見積もりを依頼し、最安値
だった企業を選定した。

工事の進め方に関すること
Ｑ.修繕委員会の開催頻度はどれくらいか？
Ａ.月１回程度。

工事の品質に関すること
Ｑ.ハイスペックな建材は誰が選ぶのか？
Ａ.管理組合では建材に関する知識が乏しいことから、管
理組合の相談窓口である元請会社と相談しながら決
めた。

Ｑ.建材の急激な値上がりが見られるが、予算の総枠が
膨らんでいくことはないのか？

Ａ.元請会社からは劣化状況に応じた修繕提案があるの
で、修繕部位ごとに修繕の要否が検討できて値上が
りの影響を受けないよう工夫している。現状では、総
工事費の当初の見積金額を下回る見込み。

修繕積立金に関すること
Ｑ.２回目の大規模改修工事に向けて積立金を改定する
予定はあるか？

Ａ.段階増額方式で積み立てており、１回目の改定も終
え、長期修繕計画では大幅な引き上げをしなくても２
回目の工事ができる予定。急激な物価や人件費の上
昇は予見できないので、５年ごとに計画を見直さなけ
ればならない。

　5.見学を終えて

理事会だけが「孤軍奮闘」しても物事は進みません。
管理のプロとしての管理会社と協調して、アドバイスを
引き出すことが重要だと感じていますと新旧お二人の
理事長が話されていたことが印象的でした。

なるものの、将来の大規模改修工事費の削減が期待で
きることから、その提案を受け入れることとしました。
次に、仕様や工事範囲を決めて住民向けの工事計画
説明会を開催したところ、反対意見の方は一人もおられ
ず、2024年の通常総会で工事の施工会社や総工事費
が決議されました。
昨今の報道にあった修繕委員のなりすまし事件のよ

うに、管理組合の資産が狙われていることを考慮すれば、
管理会社に工事を任せることも安心できる進め方の一
つではないかと考えています。

　2.元請会社が行った提案
　　【株式会社東急コミュニティーの説明】

•コスト開示方式について
責任施工方式や設計監理方式、CM（コンストラクショ
ンマネジメント）方式それぞれのメリットを活かし、かつ
工事保証の付いた株式会社東急コミュニティー独自の
方式です。

•長期保証について
建築後60年までを考えた場合、ハイスペックな材料
を使用して劣化を防ぎ、修繕周期を伸ばすことができれ
ば、結果として、工事回数が減って工事の総費用を安く
抑えることができます。今回は保証期間を15年とした
提案を行いました。
この商品を利用するには諸々の基準や条件を満たす
必要があります。

　3.施工会社の取組み【株式会社アクシスの説明】

•今回の工事の流れ
全工程を９工区に分け、１工区あたりの足場組立から
解体までを約４ケ月間として工事を行っています。
1. 外部足場組立
2. ゴンドラ・ステージ設置
3. シーリング工事
4. 躯体補修工事
5. 高圧洗浄
6. 内外壁塗装工事
7. 鉄部塗装工事
8. 防水改修工事

■見学会
【実 施 日 時】 2025年９月７日（日）　第１グループ13:00～15:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２グループ14:25～16:25
■見学したマンションと工事概要
【マンション名】 ブランズ四天王寺夕陽丘
【所　在　地】 大阪市天王寺区
【概　　　　　要】 2012年竣工、総戸数（80戸住居専用）
　　　　　　　　　 鉄筋コンクリート造、地上17階
【工 事 内 容】 共通仮設・外部足場、ゴンドラ設置・躯体補修・シーリング工事・
　　　　　　　　　 内外壁及び鉄部の塗装工事・防水改修工事等
【工　　　　　期】 2025年３月１日～2025年10月31日
【管 理 会 社】 株式会社東急コミュニティー

大規模修繕工事見学会報告

屋上の防水工事見学 管理組合の皆さん廊下の補修工事見学

見学会での工事概要説明
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